
観光庁

日本産酒類の輸出促進連絡会議
説明資料

資料３－８



平成30年度における観光庁の取組

訪日外国人旅行者の消費動向分析

○観光庁では平成29年度事業として、国税庁及び日本酒造組合中央会と連携し、訪日外国人受入に関
する酒蔵および外国人への調査事業を実施。観光客の受け入れや場内案内等の整備状況、外国人旅
行者の消費動向のほか、多言語対応等について調査。調査結果を国税庁や日本酒造組合中央会に共
有。本年度は当該調査を受け、泡盛の酒蔵に特化した受入体制のモデルケース形成事業を実施予定。

酒蔵免税制度の活用推進

○観光庁作成の「JAPAN TAX-FREE Shopping Guide」を改訂し、酒税免税（輸出酒類
販売場）制度についても記載を追加。JNTOのホームページにて掲載・配布しているほ
か、外国人向けに酒蔵訪問のレポートやコラム等も掲載。
○同じくJNTOのホームページにて公開している消費税免税店の許可事業者一覧に、新
たに酒税免税のカテゴリーを創設。酒税免税（輸出酒類販売場）の許可を得た上で希
望する事業者を掲載しており、平成30年8月時点で15の酒蔵が登録済。

酒蔵ツーリズムの推進

○「テーマ別観光による地方誘客事業」を活用して、日本酒蔵ツーリズム推進協議会の取
組を平成28年度から引き続き支援。平成30年度は、酒蔵ツーリズムのモデル地域を選
定し、ツアー商品造成・プロモーション等を実施予定。
○また、9月に実施されるツーリズムEXPOに出展。国内外の旅行関連業者・旅行者に向
けて試飲ブース・酒蔵ツーリスムPRブースを設けるなど、プロモーションを実施予定。
○JNTOの取組として、国内外での日本産酒類の魅力発信を通じた訪日PRを継続実施。
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テーマ別観光による地方誘客事業

ネットワーク化のイメージ

テーマ別観光となる観光資源の例

本事業で実施できる取組の例
1. 観光客のニーズや満足度を調査するための

アンケートやモニターツアー
○観光客のニーズやターゲット層の把握等の基礎

調査や満足度を検証し、地域資源を磨き上げる
ためのアンケートやモニターツアー

2. 観光客の受入体制の強化に係る取組
○１の調査結果等で得られた知見を構成団体間で

共有するマニュアルの作成
○旅行商品の造成
3. 1の調査結果等を踏まえた情報発信
○共同Webページ、パンフレット、マップの作成
○各種PR（旅行博等への出展やSNS等を用いた情報

発信）
4. ネットワーク拡大に向けた取組
○同じテーマを観光資源とする団体や地域に関する

実態把握のための調査
○シンポジウムやセミナーの開催

国内外の観光客が全国各地を訪れる動機を与えるため、特定の観光資源に魅せられて日本
各地を訪れる「テーマ別観光」のモデルケースの形成を促進し、地方誘客を図る。

同じテーマで観光振興を
図る複数地域による地域
連携協議会を設置し、
ネットワーク化を促進、
情報発信力を強化

Ｘ地域 Ｚ地域

Ｗ地域Ｙ地域

期待される効果

地 域

旅行者
・特定のテーマに関心の

高い旅行者にとって
より魅力的な旅行を享受

・旅行者の複数地域への
来訪需要を創出

・地域間で課題や成功事例
を共有することによる、
効果的な観光振興策を
推進

ロケツーリズム
【映画やドラマのロケ地を観光

資源として活用】
・全国の自治体や制作者を対象

にしたセミナー形式の総会を
開催し、ノウハウを共有

・全国版ロケ地マップを作成
し、観光客の周遊を促進

酒蔵ツーリズム
【製造場である酒蔵を観光

資源として活用】
・普段開放していない酒蔵

でモニターツアーを実施
・英会話例や専門用語等を

まとめた外国人対応マ
ニュアルの作成

【雄大な自然、豊かな生態系
を持つ地域の魅力を発信し
誘客を促進】

・外国人に対する満足度調査
・海外メディア等を招致、関

係を構築し販促に活かす。

エコツーリズム
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＜酒蔵ツーリズムとは＞
酒蔵を巡り、蔵人とふれあい、彼らがつくる酒を味わい、その酒が生まれた土地を散策しながら食や文化、歴史を

全身で楽しむこと。
観光庁では、平成25年3月より、日本産酒類を観光資源として活用し地域活性化につなげるため、酒蔵ツーリズム

推進協議会を開催してきたが、平成28年度からは「テーマ別観光による地方誘客事業」を活用して、日本産酒類の酒
蔵を観光資源として活用しようとする日本酒蔵ツーリズム推進協議会の取組を支援している。

酒蔵ツーリズム（日本酒蔵ツーリズム推進協議会）

1．酒蔵ツーリズムのモデル地域推進事業
酒蔵だけではなく地域の観光資源（自然、歴史、

文化財等）と連携させ、酒蔵ツーリズムのモデル地
域となりうる地域を選定しツアーを造成・実施。旅
行商品としての恒常化を目指す。

2．会員共同プロモーションの実施
公式ホームページを酒蔵ツーリズムの情報ポータ

ルとして一層整備を進めるほか、ツーリズムEXPO等
のイベント・展示会への出展やセミナー開催を通じ
、プロモーションを行う。

3．外国人受入態勢･施策の標準化ﾓﾃﾞﾙの整備･普及
平成29年度事業で作成した酒蔵向け外国人受入体

制標準化ツールを活用し、協議会員に対し周知・啓
蒙を行う。

H30年度の具体的事業内容
1．モニターツアーの実施

・平成28年度：全2回実施（山形、長野・山梨）
・平成29年度：全2回実施（福井、千葉）

…旅行商品造成に向け、主要ターゲットと位置付ける
高感度富裕層のニーズを把握した。

2．受入体制整備
・受入体制標準化ツールの作成

（英会話例・ガイドパネルデータ等）
・通訳案内士向けセミナーツアーの開催（福島）

…外国人観光客を酒蔵が受け入れるにあたり、人員や
言語という対応障壁の軽減を図った。

3．共同プロモーションの実施
・共同ＰＲサイトの構築
・ツーリズムEXPO等のイベント出展

…酒蔵ツーリズムに取り組む加盟団体や地域を対外的
に情報発信し、認知度の向上を図った。

H28～29年度の主な取組

支援：H28年度～（3年目）

3



「VISIT JAPANトラベル& MICEマート
2018」における酒蔵見学を含むファムツアーを実施

〈概要〉
日本政府観光局が主催する国内最大のインバウンド商談会「VISIT JAPANト
ラベル & MICE マート2018」において、「酒蔵見学」をコースに組み入れた
視察旅行を実施。訪日旅行を取扱う現地旅行会社に酒造見学を行ってもらうこ
とで、「日本酒」を組み入れた訪日旅行商品の造成を促進。

コース：東北
福島県喜多方市 『大和川酒蔵北方風土館』を視察
日程：平成30年9月23日(日)～25日(火)
参加人員：35名

見学のイメージ

日本酒発信事例「日本産酒類の魅力を活用した訪日プロモーションについて」
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○JNTO（日本政府観光局）が運営する外国人
向け消費税免税店サイト。全国で約26,000
件が登録。
○輸出酒類販売場制度の開始に伴い、H29年

12月に「酒税免税(Liquor tax exemption)」
のカテゴリを創設。

○引き続き、訪日外国人に対し酒税免税を受
けることの出来る酒蔵を周知。

（JNTO Japan Tax-free Shopホームページ）
https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php

Japan tax-free Shop ホームページについて
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○JNTOが運営するJapan Tax-free Shopの
ウェブサイトトップページに掲載。

○英語、中国語（簡体・繁体）、韓国語、タイ語
の５言語にて作成・配布。（右は英語版）

○その他、実際の酒蔵見学の様子をまとめた
レポートやコラムも掲載。

（JNTO Japan Tax-free Shopホームページ）
https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php

Japan tax-free Shopping Guide について
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○ 平成29年10月に訪日外国人向け酒税の免税制度が開始し、酒蔵ツーリズムの注目が高まっている。
○ 本調査では、酒蔵ツーリズムの振興を図ることを目的に、酒蔵における観光客の受入実態や、

外国人から見た酒蔵ツーリズムの課題を抽出することで、今後の酒蔵ツーリズム振興策を検討する
に必要な基礎データを収集する。

(a) 国内の酒蔵における訪日外国人旅行者の受入体制に関する実態調査
○調査対象：全国各地に所在する外部PRを実施している酒蔵

（日本酒造組合中央会のPR名簿に登録している1,688酒蔵を対象）
※廃業および震災復興等により現在稼動していない酒蔵は除く

○収集する情報
観光で酒蔵を訪れた訪日旅行者の受入体制整備に関する情報

・酒蔵における日本産酒類の販売状況
・インバウンドを含めた訪問客の受入体制の実態 等

(b) 外国人の酒蔵ツーリズムに対する意識調査
○調査対象：訪日外国人旅行者や日本に在住する外国人
○収集する情報

外国人から見た酒蔵の観光資源としての魅力や可能性及び課題を抽出
・日本産酒類への関心の有無
・酒蔵ツーリズムの認知度
・酒蔵への訪問有無及びその理由や要因 等

調査内容 スケジュール

概要

H29年11月上旬
公募

11月下旬
事業者決定

12月下旬～H30年1月
調査実施

1月～2月
データ集計・分析

3月　
報告書作成

4月以降
関係団体へ調査結果の共有

訪日外国人受入に関する酒蔵及び外国人への調査事業
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【調査結果概要（酒蔵対象分）】 受入体制・交通機関・見学予約等

○酒蔵向けに実施した調査では、1,172件の酒蔵から回答を得た。（回答率：69.4％）
○多言語対応だけではなく、旅行者の受入にあたっては他にも課題があることが分かった。

受け入れて
いる

56.9%

受け入れて
いない
42.6%

無効回答
0.5% 受け入れていない理由としては

・衛生上の問題（50.9％）
・スタッフ不足（30.9%）
・整備するコスト（7.5％）

という回答が多くあった。

他には「交通の便が悪い」、「
自宅が同じ敷地内にあるので不
安」という回答も見られた。

酒蔵の観光客受入状況

38.8%

23.7%

23.4%

36.7%

58.5%

58.0%

58.2%

58.6%

57.0%

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

祝

日

土

金

木

水

火

月

曜日ごとの受入状況

受け入れていると
回答した酒蔵の内、
受け入れている曜日
についても調査した
ところ、平日と比べ
旅行需要の高まる
土・日・祝は低い
数値となった。

付近の公共交通の利便性

見学の予約方法

9.8%

12.0%

50.8%

27.9%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

シャトルバス・
提携タクシーあり

近くにバス停・駅等が
あり、本数も多い

近くにバス停・駅等は
あるが、本数が少ない

近くにバス停・駅等が
ない

無回答

受入時の予約要否

必要
87.1%

不要
8.1%

無回答・無効
4.8%

7.1%

2.9%

18.2%

54.7%

58.0%

90.0%

0% 25% 50% 75% 100%

無回答

その他

HP

Email

FAX

電話

予約方法

※本問では徒歩15分以内を「近く」、日中30分に1便以上を「多い」とした。
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【調査結果概要（外国人対象分）】 消費・購入容量・購入動機等

○外国人向けに実施した調査では、1,064件の有効回答を得た。
○消費傾向や訪問意向について、受入側（酒蔵）と認識の乖離も存在することが分かった。

日本産酒類の消費

22.8%

26.2%

43.6%

51.4%

21.1%

25.9%

66.6%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

ウィスキー

ワイン

ビール

泡盛

焼酎

日本酒

購入容量（お土産）

0.6%

12.4%

28.6%

31.2%

46.3%

21.3%

43.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

1升瓶（1,800ml）

ワインボトル（750ml）

4合瓶（720ml）

2合瓶（300ml）

紙パック（180ml）

1合瓶・缶酒（180ml）

消費
しなかった

14.6%

消費した
85.4%

日本産酒類の購入（お土産）

購入した
67.4%

購入しなかった
32.6%

14.8%

20.2%

28.5%

28.9%

25.8%

32.6%

61.6%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

ウィスキー

ワイン

ビール

泡盛

焼酎

日本酒

購入動機（お土産）

0.8%

18.7%

36.1%

22.2%

32.5%

46.4%

72.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

その他

商品名・ブランド名

地方特産品だから

店員のお勧め

価格が良い

パッケージが良い

味が良い
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